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第
92
回

東
京
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ギ
フ
ト
シ
ョ
ー
に
出
展

当
所
で
は
、
10
月
13
日
か

ら
15
日
ま
で
の
3
日
間
、
会

員
事
業
者
の
働
き
方
改
革
の

実
現
を
目
的
に
第
92
回
東
京

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ギ
フ

ト
シ
ョ
ー
２
０
２
１
秋
に
出

展
し
た
。

こ
の
展
示
・
商
談
会
は
、

全
国
か
ら
17
万
人
を
超
え
る

バ
イ
ヤ
ー
等
の
来
場
者
が
訪

れ
る
一
大
見
本
市
と
し
て
知

ら
れ
て
お
り
、
新
し
い
取
引

や
垣
根
を
越
え
た
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
展

示
会
で
も
あ
る
。

今
回
は
、
空
禅
、CorsoLife

㈱
、
清
水
商
店
、
そ
ば
処
さ

と
や
が
出
展
、
全
国
展
開
を

目
指
す
商
品
を
展
示
し
、
当

所
ブ
ー
ス
を
訪
れ
る
来
場
者

に
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
た
。
出
展
し

た
い
ず
れ
の
事
業
者
も
、
新

た
な
販
路
が
獲
得
で
き
、
働

き
方
改
革
の
実
現
性
が
高

ま
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

◆
事
業
継
続
応
援
補
助
金（
市
）

１
．
概
要

令
和
３
年
８
月
以
降
に
実

施
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
ま
ん
延
防
止
等

重
点
措
置
、
又
は
緊
急
事
態

措
置
の
影
響
に
よ
り
売
上
高

が
減
少
し
た
市
内
事
業
者

で
、
国
の「
月
次
支
援
金
」、

県
の
「
地
域
企
業
事
業
継
続

支
援
金
」
又
は
、「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
」

の
給
付
を
受
け
た
中
小
法
人

及
び
個
人
事
業
者
に
交
付
さ

れ
る
。

２
．
補
助
対
象

左
記
⑴
か
ら
⑶
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
事
業
者

⑴
本
年
７
月
29
日
以
前
か
ら

市
内
に
事
業
所
を
有
し
、

か
つ
、
市
内
で
事
業
活
動

を
営
み
、
引
き
続
き
市
内

に
お
い
て
事
業
を
継
続
す

る
意
思
を
有
す
る
事
業
者

⑵
「
月
次
支
援
金
」、「
地
域

企
業
事
業
継
続
支
援
金
」

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
営
業
時
間

短
縮
協
力
金
」
の
支
給
決

定
を
受
け
た
事
業
者

⑶
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者

３
．
補
助
額

⑴
月
次
支
援
金
受
給
者　

15
万
円

⑵
事
業
継
続
支
援
金
受
給
者

10
万
円

⑶
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
受
給
者

５
万
円

※
申
請
は
１
事
業
者
１
回
限
り

※
複
数
の
支
援
金
を
受
給
し

た
場
合
で
も
申
請
は
い
ず

れ
か
１
つ

４
．
申
請
期
限
・
方
法

令
和
４
年
１
月
31
日
（
月
）

（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で
に

郵
送
、
市
役
所
の
専
用
ボ
ッ

ク
ス
へ
投
函
、
又
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請

５
．
申
請
書
類

⑴
事
業
継
続
応
援
補
助
金
交

付
申
請
書

⑵
本
年
７
月
29
日
以
前
か

ら
、
市
内
に
事
業
所
を
有

し
、
か
つ
、
市
内
で
事
業

活
動
を
営
ん
で
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類

①
中
小
企
業
者
の
場
合
：
商

業
・
法
人
登
記
簿
事
項
証

明
書
の
写
し

②
個
人
事
業
主
の
場
合
：
開

業
届
、
確
定
申
告
書
な
ど

⑶
「
月
次
支
援
金
」、「
地
域

企
業
事
業
継
続
支
援
金
」

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
営
業
時
間

短
縮
協
力
金
」
の
受
給
を

証
す
る
書
類

⑷
市
税
の
完
納
証
明
書
（
申

請
日
よ
り
１
か
月
以
内
の

も
の
）

⑸
補
助
金
交
付
請
求
書

６
．
問
い
合
わ
せ
先

〇
栃
木
市
商
工
振
興
課

℡
21
‐
２
３
７
１

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：

https://www.city.tochigi.
lg.jp/site/covid19/43147.
htm
l

◆
と
ち
ま
る
安
心
認
証
（
県
）

１
．
概
要

感
染
防
止
対
策
を
実
施
し

て
い
る
飲
食
店
を
、
県
が
認

証
し
公
表
す
る
こ
と
で
、
県

民
の
皆
様
に
よ
り
安
心
し
て

お
店
を
利
用
し
て
い
た
だ
く

取
り
組
み
。

２
．
申
請
対
象

〇
栃
木
県
内
の
飲
食
店

※
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
専
門
店
、

デ
リ
バ
リ
ー
専
門
店
等
は

対
象
外

３
．
申
込
方
法

〇
郵
送
、
メ
ー
ル
、
又
は
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
申
請

４
．
問
い
合
わ
せ
先

〇
と
ち
ま
る
安
心
認
証
事
務
局

　

℡
028
‐
３
４
１
‐
９
７
１
５

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：

https://w
w
w
.tochigi-

anshin-ninsyou.jp/

認証ステッカー
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去
る
10
月
28
日
、
当
所
に
お
い
て
、
本
年
2
回
目
と
な
る
振

興
委
員
連
絡
会
議
を
開
催
し
た
。

会
議
は
、
経
営
改
善
普
及
事
業
等
の
進
捗
状
況
の
報
告
、
会
員

増
強
及
び
、
各
種
共
済
制
度
の
周
知
と
加
入
勧
奨
の
協
力
に
つ
い

て
、
そ
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
に
係

る
各
業
種
・
地
域
の
業
況
に
関
す
る
情
報
交
換
を
行
っ
た
。

管
内
の
景
況
感
は
、
緊
急
事
態
宣
言
の
解
除
に
よ
り
回
復
の

兆
し
が
見
え
る
一
方
、
原
材
料
の
高
騰
等
に
よ
り
依
然
と
し
て

厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
年
末
に
向
け
、
委

員
が
一
丸
と
な
り
、
経
営
に
役
立
つ
各
種
施
策
を
会
員
に
活
用

し
て
い
た
だ
く
よ
う
更
な
る
周
知
に
努
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

令
和
３
年
度 

第
２
回 

振
興
委
員
連
絡
会
議 

開
催

第
58
回
栃
木
県
商
工
会
議
所

議
員
大
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
に
よ

り
書
面
に
て
開
催
さ
れ
た
。　

　

本
議
員
大
会
は
、
毎
年
県
内
商

工
会
議
所
の
役
員
・
議
員
が
参
加

し
、
中
小
企
業
活
性
化
や
地
域

振
興
等
、
国
や
県
に
要
望
す
る

事
項
を
決
議
す
る
も
の
。
今
回

は
、
47
項
目
の
提
言
要
望
に
つ

い
て
決
議
さ
れ
、
関
係
機
関
に

要
望
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
れ
に
併
せ
て
、
永

年
に
わ
た
り
地
域
の
振
興
に
尽

力
さ
れ
た
役
員
・
議
員
が
表
彰

さ
れ
た
。

【
当
所
か
ら
提
出
し
た
提
言

要
望
事
項
】（
５
項
目
）

中
小
企
業
・
小
規
模
企
業
対
策

⑴
円
滑
な
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

推
進
と
無
症
状
者
に
対
す

る
無
料
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
実

施
に
つ
い
て

⑵
中
小
企
業
の
経
営
効
率
化

推
進
に
向
け
た
支
援
に
つ

い
て

⑶
経
済
的
苦
境
が
続
く
事
業

者
へ
の
支
援
拡
充
に
つ
い
て

⑷
持
続
可
能
な
開
発
目
標

（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）
の
取
組
に

対
す
る
支
援
に
つ
い
て

イ
ン
フ
ラ
整
備

⑴
自
然
災
害
に
備
え
た
河

川
の
治
水
対
策
に
つ
い
て

【
受
賞
さ
れ
た
当
所
の
役
員
・
議
員
】

（
敬
称
略
）

栃
木
県
知
事
表
彰

（
中
小
企
業
団
体
功
労
）

　

副
会
頭　

茂
呂　

章

（
一
社
）
栃
木
県
商
工
会
議

所
連
合
会
会
長
表
彰

（
功
労
役
員
・
議
員
表
彰
）

・
就
任
15
年

　

議
員　

土
谷　

一
郎

栃
木
県
商
工
会
議
所
連
合
会

　
　
　
　
　
　

提
言
要
望
47
項
目
を
決
議

ク
ー
ル
ビ
ズ
は
、

10
月
31
日
を
も
っ
て

終
了
い
た
し
ま
し
た

当
所
で
は
、
地
球
温

暖
化
防
止
対
策
お
よ
び

節
電
へ
の
取
り
組
み
と

し
て
、
ク
ー
ル
ビ
ズ
を

実
施
い
た
し
ま
し
た
。

期
間
中
、
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
に
対
し

ま
し
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

令
和
３
年
度
創
業
塾
を
開
催

令
和
３
年
度
創
業
塾
を
開
催

去
る
10
月
５
日
、
７
日
、

12
日
、
15
日
、
19
日
、
22
日

の
６
日
間
、
令
和
３
年
度
創

業
塾
を
開
催
し
た
。

本
事
業
は
、
こ
れ
か
ら
栃

木
市
内
で
起
業
を
目
指
す
方

や
、
第
二
創
業
を
目
指
す
方

を
対
象
に
、
創
業
の
基
本
を

学
び
、
事
業
活
動
が
順
調
に

推
移
で
き
る
よ
う
道
筋
を
た

て
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的

に
毎
年
実
施
し
て
い
る
。

講
師
に
は
、
㈱
エ
イ
チ
・

エ
ー
エ
ル
の
杉
山
建
夫
氏

（
中
小
企
業
診
断
士
）
を
迎

え
、
創
業
プ
ラ
ン
を
考
え
て

い
る
方
や
、
創
業
後
間
も
な

い
方
等
20
名
が
参
加
し
た
。

講
義
内
容
は
、
開
業
の
た

め
の
心
構
え
や
、
必
要
な
諸

届
関
係
、
融
資
を
得
る
た
め

の
数
値
計
画
の
考
え
方
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

の
活
用
等
に
つ
い
て
学
び
、

受
講
者
そ
れ
ぞ
れ
が
自
身
の

事
業
計
画
を
作
り
上
げ
た
。

最
終
日
に
は
、
閉
講
式
が

行
わ
れ
、
８
割
以
上
出
席
し

た
16
名
の
受
講
者
に
修
了
証

が
授
与
さ
れ
た
。

受
講
者
か
ら
は
、「
創
業

に
必
要
な
知
識
を
得
ら
れ

た
」
や
「
創
業
を
目
指
す
受

講
者
同
志
で
新
た
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
構
築
で
き
た
」
等

の
感
想
を
い
た
だ
い
た
。

参
加
者
皆
様
に
は
、
創
業

が
実
現
し
、
ご
活
躍
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
。

開催風景

去
る
10
月
27
日
、
当
所
に
お
い
て
、
事
業
計
画
策
定
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
た
。

本
セ
ミ
ナ
ー
は
、
事
業
計
画
を
作
成
し
た
こ
と
が
な
く
て

も
、
今
後
1
年
間
の
事
業
計
画
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
ツ
ー
ル
「
1
年
計
画
ノ
ー
ト
」
を
用
い
て
、
自
社
の
売
上

拡
大
に
つ
な
が
る
事
業
計
画
書
を
作
成
す
る
も
の
。

講
師
に
は
、
㈱
エ
イ
チ
・
エ
ー
エ
ル
の
筑
間
彰
氏
（
中
小

企
業
診
断
士
）
を
迎
え
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
で
総
勢
10
名

が
参
加
し
た
。

国
の
統
計
で
は
、
事
業
計
画
に

基
づ
い
た
経
営
を
実
施
し
て
い
る

事
業
者
が
、
よ
り
良
い
経
営
を
実

現
し
て
い
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

会
員
の
皆
様
に
は
、
計
画
経
営

の
重
要
性
を
改
め
て
ご
理
解
い
た

だ
き
、
経
営
計
画
の
実
現
と
事
業

が
永
続
的
に
発
展
さ
れ
る
こ
と
を

祈
念
す
る
。

事
業
計
画
策
定
セ
ミ
ナ
ー
開
催

講師　杉山建夫氏
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部会議開催風景

常
設
委
員
会
開
催
報
告

常
設
委
員
会
開
催
報
告

◎
第
２
回
総
務
・
組
織
委
員
会

開
催
日　

10
月
１
日（
金
）

出
席
者　

８
名

協
議
事
項

⑴
創
立
130
周
年
記
念
事
業
計

画
に
つ
い
て

⑵
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

◎
第
２
回
ま
ち
づ
く
り
・

産
業
振
興
合
同
委
員
会

開
催
日　

10
月
19
日（
火
）

出
席
者

ま
ち
づ
く
り
委
員
会　

７
名

産
業
振
興
委
員
会　
　

７
名

協
議
事
項

◇
ま
ち
づ
く
り
委
員
会

⑴
中
心
市
街
地
活
性
化
の
推

進
に
つ
い
て

⑵
地
域
企
業
の
経
営
力
向

上
、
基
盤
強
化
に
つ
い
て

◇
産
業
振
興
委
員
会

⑴
栃
木
の
ブ
ラ
ン
ド
化
の
推

進
に
つ
い
て

⑵
全
国
に
誇
れ
る
地
域
資
源

の
活
用
研
究
に
つ
い
て

⑶
販
路
開
拓
支
援
事
業
の
実

施
に
つ
い
て

◇
両
委
員
会
共
通
事
項

令
和
４
年
度
提
言
要
望
事

項
の
素
案
作
成
の
お
願
い

に
つ
い
て

◎
第
１
回
工
業
部
会

開
催
日　

10
月
22
日（
金
）

出
席
者　

11
名

協
議
事
項

⑴
部
会
活
動
に
つ
い
て

⑵
政
策
提
言
要
望
に
つ
い
て

⑶
新
会
員
加
入
勧
奨
に
つ
い
て

◎
第
２
回
食
品
部
会

開
催
日　

10
月
１
日（
金
）

出
席
者　

３
名

協
議
事
項

⑴
講
演
会
事
業
に
つ
い
て

⑵
視
察
研
修
事
業
に
つ
い
て

⑶
食
品
関
連
組
合
に
つ
い
て

◎
第
２
回
商
業
部
会

開
催
日　

10
月
26
日（
火
）

出
席
者　

10
名

協
議
事
項

⑴
研
修
会
事
業
に
つ
い
て

⑵
視
察
研
修
事
業
に
つ
い
て

◎
第
２
回
建
設
部
会

開
催
日　

10
月
27
日（
水
）

出
席
者　

８
名

協
議
事
項

⑴
提
言
要
望
事
項
の
意
見
集

約
に
つ
い
て

⑵
令
和
３
年
度
実
施
事
業
に

つ
い
て

⑶
建
設
関
連
組
合
に
つ
い
て

◎
第
２
回
サ
ー
ビ
ス
部
会

開
催
日　

10
月
28
日（
木
）

出
席
者　

６
名

協
議
事
項

⑴
講
演
会
・
名
刺
交
換
会
事

業
に
つ
い
て

⑵
視
察
研
修
事
業
に
つ
い
て

⑶
政
策
提
言
要
望
に
つ
い
て

※
金
融
・
理
財
部
会
は
後
日

開
催
予
定

部
会
開
催
報
告

｢

提
言
・
要
望
事
項
ア
ン
ケ
ー
ト
」
ご
協
力
の
お
願
い

当
所
で
は
、
地
域
商
工
業
の
総
合
的
な
改
善
と
発
展
、
社
会
福
祉
の
増
進
を
目
的
に
国
・

県
・
市
等
の
関
係
機
関
に
対
し
提
言
・
要
望
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
２
ペ
ー
ジ
上
段
に
関

連
記
事
掲
載
）

こ
の
度
、
提
言
・
要
望
事
項
作
成
に
あ
た
り
、
会
員
の
声
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
た

め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
折
込
チ
ラ
シ
参
照

《
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
方
法
》

　

①
チ
ラ
シ
の
裏
面
提
出
用
紙
に
回
答
事
項
を
記
入
し
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
送
信

　

②
左
記
ま
た
は
チ
ラ
シ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
回
答
フ
ォ
ー
ム
に
入
力
送
信

　

③
当
所
Ｈ
Ｐ
よ
り
提
言
・
要
望
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
回
答
フ
ォ
ー
ム
に
入
力
送
信

※
回
答
期
限　

11
月
30
日
（
火
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

管
理
課　

℡
23
‐
３
１
３
１

回答フォーム

専
門
家
相
談
会

◆
金
融
相
談
会

　

日　

時　

12
月
９
日（
木
）

　
　
　
　
　

10
時
～
正
午

　

場　

所　

401
会
議
室

　

相
談
員　
日
本
政
策
金
融
公
庫

　
　
　
　
　
佐
野
支
店
国
民
生
活
事
業

◆
経
営
相
談
会

　

日　

時　

12
月
21
日（
火
）

　
　
　
　
　

10
時
～
15
時

　

場　

所　

302
会
議
室

　

相
談
員　
よ
ろ
ず
支
援
拠
点

◆
コ
ロ
ナ
対
策
経
営
相
談
会

　

日　

時　

毎
週
金
曜
日

　
　
　
　
　

10
時
～
17
時

　

場　

所　

301
会
議
室

　

相
談
員　
中
小
企
業
診
断
士

企
業
サ
ポ
ー
ト
情
報

経
営
指
導
員
定
例
相
談
会

◆
経
営
な
ん
で
も
相
談

　

開
催
日　

毎
週
月
曜
日

◆
商
工
法
律
相
談

　

開
催
日　

毎
週
火
曜
日

◆
労
務
雇
用
相
談

　

開
催
日　

毎
週
水
曜
日

◆
金
融
ま
る
ご
と
相
談

　

開
催
日　

毎
週
木
曜
日

◆
知
的
財
産
権
相
談

　

開
催
日　

毎
週
金
曜
日

※
い
ず
れ
も　

９
時
～
17
時

※
場　
　

所　

１
階
事
務
室

※
ご
相
談
に
は
、
事
前
予
約
の
ご

連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

中
小
企
業
相
談
所	

　

℡
23
‐
３
１
３
１
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「TOCHIEN」
　『TOCHIEN』は、栃木県内に和洋菓子・お酒・雑貨を営む事
業者の中から逸品を厳選し、販売いたします。TOCHIENの由来
は来店するお客様に栃木の縁、栃木をエンジョイしていただく意
味を込めて名付けました。
　また、栃木市の生産者を中心とした県内の事業者と新商品を開
発し、県内・県外のお客様に発信していきます。
　日々の暮らし、贈り物と栃木の自然と大地の恵みあるセレクト
逸品をお届けします。
　栃木県の魅力あるお歳暮ギフトも多数取り扱っておりますの
で、お気軽にお立ち寄りください（店内の装飾も癒しの空間を目
指し、自然を中心とした内装に仕上げました）。

住所：栃木市箱森町2－37　アマリリス102号室
電話：0282－28－7701

株式会社そらの架け橋
代表取締役　野口　竜義

西松屋

とりせん

309

魚べい

鷲宮神社

錦町五差路

足利銀行
TOCHIEN

栃木高校
第二グラウンド

創　業　者　紹　介

　労働保険は「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉で、政府が管掌する保険制度です。労働者を一
人でも雇用している事業主は、労働保険に加入する義務があります。

※労働保険事務組合とは、事業主の委託を受け
て、事業主が行うべき労働保険の事務処理を
することについて、厚生労働大臣の認可を受
けた団体です。

【問い合わせ先】栃木商工会議所	労働保険事務組合　TEL：23-3131

事業主のみなさまへ　栃木商工会議所 労働保険事務組合のご案内

事務委託のメリット
①労働保険料の申告・納付等の労働保険事務処理の手間が省けます。
②労働保険料の額にかかわらず、労働保険料が年３回に分割できます。
③労災保険に加入できない事業主や家族従事者等も労災保険に特別加
入できます。

当所事務組合に事務委託できる事業主
　常時使用する労働者が１人以上、かつ
下記の人数以下の事業主が委託できます。
　　　　　　　　　※農林水産・建設業等を除く。

○金融・保険・不動産・小売業……50人
○卸売・サービス業………………100人
○その他の事業……………………300人労働保険の「未加入」にはご注意ください

　労働保険未加入の事業所が労災保険の加入手続きを怠っていた期間
中に労災事故が発生した場合、遡って保険料が徴収されるほかに労災
保険から給付を受けた金額の100％または40％を事業主から徴収される
ことになります。

重
　
要

重
　
要

【
食
品
等
事
業
者
の
皆
さ
ま
】

　

営
業
届
出
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す

　

平
成
30
年
6
月
に
食
品
衛

生
法
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
営
業
許
可
業
種

の
見
直
し
が
さ
れ
た
ほ
か
、

『
営
業
届
出
制
度
』
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

　
『
営
業
届
出
制
度
』
は
、
令

和
3
年
6
月
か
ら
開
始
さ
れ
、

食
品
等
事
業
者
の
う
ち
「
許
可

営
業
」
及
び
「
届
出
対
象
外
営

業
」
に
該
当
し
な
い
事
業
者

は
、
一
部
の
届
出
対
象
外
の
事

業
者
を
除
き
、
管
轄
の
保
健
所

に
「
営
業
届
出
」
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

例
）
野
菜
果
物
販
売
業
・
米

穀
類
販
売
業
な
ど
食

料
・
飲
料
を
販
売
す
る

事
業
者

〈
届
出
期
限
〉

　

令
和
3
年
11
月
30
日

〈
制
度
詳
細
〉

　
「
栃
木
県
」「
営
業
届
出
制
度
」

で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索

　
又
は
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
読
込

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

栃
木
県	

生
活
衛
生
課	

　

℡
028
‐
６
２
３
‐
３
１
１
６

法
務
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

法
務
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

12
年
以
上
登
記
が
さ
れ
て

い
な
い
株
式
会
社
（
休
眠
会

社
）、
５
年
以
上
登
記
が
さ

れ
て
い
な
い
一
般
社
団
法
人

ま
た
は
一
般
財
団
法
人
（
休

眠
一
般
法
人
）
に
対
し
、
管

轄
登
記
所
か
ら
10
月
14
日
付

で
通
知
書
が
発
送
さ
れ
ま
し

た
。

　

該
当
す
る
休
眠
会
社
ま
た

は
休
眠
一
般
法
人
は
、
令
和

３
年
12
月
14
日
（
火
）
ま
で

に
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い

旨
の
届
出
ま
た
は
役
員
変
更

等
の
登
記
を
管
轄
登
記
所
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
旨
の
届
出
等
が
さ
れ
な
い

場
合
は
、
登
記
官
の
職
権
に

よ
り
解
散
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
、
解
散
の
登
記
が
行
わ

れ
ま
す
の
で
、
お
早
め
の
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
届
出
に
不
備
が
あ
る
場

合
、
適
式
な
届
出
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

宇
都
宮
地
方
法
務
局

　

℡
028
‐
６
２
３
‐
６
３
３
３
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　栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
　一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
　なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
　詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（ 028－634－9109 ）又は、最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。

必ずチェック　最低賃金！　使用者も、労働者も。

確認しましょう！最低賃金
 栃木県最低賃金が 時間額８８２円 に！

― 改正発効は 令和３年10月１日 から ―

　「倭町小江戸ひろば北蔵（居宅及び土蔵）」では、賑わいを創出していただける活用事業者を募集してい
ます。詳細につきましては、下記のURLまたはQRコードよりホームページにアクセスしご覧ください。

【施設の概要】
所 在 地　栃木市倭町14番１号
貸付面積　（居宅）76.32㎡　（土蔵）49.15㎡
所 有 者　栃木市

【賃貸借契約の条件】
契約形態　借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸契約により貸付けるものとし、契約の更新は保証できません。た

だし、契約期間における事業運営が提案内容に沿ったものであり、契約期間における実績や成果等が良好で
あると本市が認め、他の用途が生じていない場合には、応募者と契約期間の満了の日の翌日を始期とする新
たな賃貸借契約を締結するものとします。

契約期間　契約締結日から５年間
賃　　料　月額50,000円（税込）を最低制限額とし、賃料を提案してください。

【ホームページ】
https://www.city.tochigi.lg.jp/
soshiki/33/42737.html

【申込み・問い合わせ先】栃木市　産業振興部　観光振興課	　
																																								フィルムコミッション・イベント係　TEL：21-2374

倭町小江戸ひろば北蔵（居宅及び土蔵）　事業者募集のご案内
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青年経営者会NEWS
る・じょーむ

● NO.357  令和３年11月10日発行   ● 編集／青年経営者会

　去る10月20日、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオ
ンラインにて、栃木県商工会議所青年部連合会	第２回	役員会が開
催され、小島会長、高橋副会長が出席した。
　会議の前に研修会が開催され、『長時間労働の是正について』を
テーマに、栃木働き方改革推進支援センター	副センター長の小沼
友宏氏より、ご講演をいただいた。
　その後の会議では、令和４年度の関東ブロックYEG出向役員、
日本YEG出向役員の推薦について、関東ブロック大会	蔵の街とち
ぎ大会に係る助成金の支出について審議され、異議なく承認された。令和４年度の関東ブロックYEG出向役員
については、会長として当会の高橋副会長、専務理事として中島総務副委員長、理事として小島会長が選出され
ており、承認された後、代表して高橋副会長より挨拶がされた。
　また、会議終了後、コミュニケーションに特化したバーチャル空間ツール『oVice（オヴィス）』を活用したオ
ンライン交流会が開催された。依然として大人数での対面交流の機会が難しい状態にあるなか、『oVice（オヴィ
ス）』の活用により、対面とは違った臨場感溢れる交流会を実施することができた。

栃木県商工会議所青年部連合会「第2回 役員会」に出席栃木県商工会議所青年部連合会「第2回 役員会」に出席

10月放送の様子

「チョー元気UP女性経営者会」放送中!!
� 【FM周波数85.7ＭＨｚ】
放送日：�毎月第１・第３月曜の16：00～16：30
　　　　30分間生放送
【問い合わせ先】事務局℡23-3131

FMくらら栃木商工会議所女性経営者会オリジナルラジオ番組

青年経営者会は、若い経営者や次代を担う後継者の自己研鑽のために、
昭和61年10月に創設されました。現在91名の会員が、活動を通じて事業

の活性化と地域経済の振興を目指しています。各会員は委員会に所属し、講習会や研修など各事業を推
進することになりますが、会員相互の親睦も積極的に図られ、ビジネスに結びつく情報交換も活発に行
われます。個々のメリットを追求し明日の企業経営を切り拓きましょう。
	 【問い合わせ先】青年経営者会事務局　℡23-3131

新入会員を募集しています！新入会員を募集しています！

令和３年度第３回役員会開催

女性経営者会NEWS女性経営者会NEWS

　去る10月13日、当所において第３回役員会を開催した。
　会議ではまず12月に予定している講演会の役割等につ
いて協議され、多くの会員の協力のもと開催されるよう
準備を進めていくことが確認された。また、来年の新春
交流事業については、会員の事業所PRや会員同士の交流
の場とする為の新たな企画など活発な意見が交換された。
コロナ後の変化するビジネス環境を見据え、必要な備え
をしっかりと行いながら今度も活動していく。

◎栃木県内商工会議所女性会等広域事業講演会 開催◎

日　時：令和３年12月15日（水）　

　　　　14：00～15：30

場　所：栃木商工会議所　大ホール

講　師：八津 弘幸 氏（漫画原作者、脚本家）

※県内６商工会議所の女性会会員を対象とした講演会で

す。皆様のご参加をお待ちしております。

今後の事業予定（※新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更させていただく場合があります）
2021年12月　　12月例会「蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト2021～若手経営者との意見交換会～」
2022年１月　　令和３年度	臨時総会

女性経営者会会員の皆さまへ

開催予告

毎月２回、会員が入れ替わりでラジオ番組に出演しています。毎月２回、会員が入れ替わりでラジオ番組に出演しています。
会員事業所のPRの場として、是非ご活用ください。会員事業所のPRの場として、是非ご活用ください。出演者 募集中！

諏訪晃公認会計士事務所　諏訪裕子さん TCB観光㈱ 佐橋智美さん


